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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 企業理念
当社は、「経営理念」及び「社是」を次のとおり定めており、当社グループの理念を包括的

に象徴する普遍的なものであり、グループ経営の根幹として、最も大切にしております。

「経営理念」
人と企業の笑顔が見たい

「社是」
一人ひとりに最高水準の教育を追求し、エンジニアの夢を実現する
チャレンジ精神を常に持ち、新たな価値創出を実現する
「人」の成長を支援し、社会に貢献する

(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念に掲げた「人と企業の笑顔が見たい」の実現により、企業価値の拡大と永

続的存続及び社会貢献を目指すために、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題である
と考えており、株主総会の充実、取締役会及び監査役の一層の機能強化を図り、積極的かつ継
続的な情報開示・IR活動を行い、組織体制や内部管理体制を整備し、必要な施策を講じ取り組
みます。

(3) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び使用人の職務の執行について、組織の運営に関する社内規程を整備し、意思決
定のプロセス及び結果を明確にするとともに、必要に応じて取締役及び監査役、内部監査
室が当該プロセス及び結果を閲覧できる体制を構築しております。

②代表取締役社長を委員長とし、社内取締役、執行役員、常勤監査役、内部監査室長、総務
部長、人事部長、顧問弁護士で構成されるリスクマネジメント委員会を設置し、法令及び
定款遵守の周知徹底と実行を図っております。また、コンプライアンス意識を徹底・向上
させるために、取締役及び使用人に対してコンプライアンスに関する教育研修を継続的に
実施しております。
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③代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、業務運営の有効性、財務報告等の信頼性、コ
ンプライアンスの観点から内部統制の整備・運用状況を評価し、改善に向けて助言・提言
を行っております。

④取締役及び使用人の職務執行に関するコンプライアンス違反の未然防止、早期発見、また
違反発見時に迅速かつ効果的な対応を図るため、社内窓口及び社外窓口（顧問弁護士）を
併設し、通報者の保護を講じた内部通報制度を導入し、運用しております。

⑤取締役及び使用人が当社株式を売買する際は、最高財務責任者を委員長とし、経営企画部
長、総務部長で構成される内部情報管理委員会の事前の承認を得るものとします。また取
締役、執行役員その他重要な内部情報に触れる機会の多い使用人に対しては当社株式の売
買禁止期間を設け、取締役が当社株式の売買を行った際は取引の内容を取締役会に報告す
る等、内部者取引の予防のための体制を整備しております。

(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁等の重要な決裁

に係る情報、財務及びコンプライアンスに係る情報等、取締役の職務執行に係る情報の取扱い
は、法令、文書管理規程をはじめとする諸規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適
切に保存及び管理しております。また、取締役及び監査役は、これら文書を常時閲覧できるも
のとしております。

(5) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスクマネジメント委員会が当社グループのリスク管理活動の主体となり、事業運営から
生じる損失の危険を平時より網羅的・体系的に収集し、その動向をモニタリングすること
で可能な限り未然の防止を図り、リスクが現実のものとして顕在化した場合には迅速な対
応により影響を最小化する体制を構築しております。

②リスクマネジメント委員会は、当社グループのリスクの把握・分析、適切な管理を行い、
四半期に一度取締役会に報告しております。また、リスク管理の意識及び実効性の向上に
努めております。

(6) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役及び使用人は、職務分掌規程、職務権限規程、決裁に関する基準等に従い、重要性
に応じて権限委譲に基づく意思決定を行うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に職
務を遂行しております。

②事業計画を策定し明確な目標を定め、それに沿った適切な業務運営を推進しております。
また、事業計画の進捗状況を取締役会にて定期的に報告・検証することで、効率的な職務
執行を図っております。
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(7) 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の取締役または使用人に子会社取締役を兼任させ、また当社の監査役が子会社取締役
等との面談や、一部子会社については監査役を兼任することにより取締役会への出席、重
要な決裁書類等の閲覧等を行い、事業状況の把握や経営に対する監視の強化と取締役への
助言を適宜行っております。

②当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営成績、財務状況、その他の情報に
ついて、当社へ定期的に報告しております。また、重要な事象が発生した場合には、当社
に速やかに報告しております。

③当社内部監査室による内部監査を、当社グループ全体を対象に横断的に適用することで、
当社グループ全体の適切な業務執行状況を評価しております。

④子会社には、事業特性、規模、当社グループ内における位置づけ等を勘案の上、相応しい
体制の整備を求めるとともに、その整備状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
その改善を求めるものとしております。

(8) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役の要請がある場合、監査役の職務を補助する使用人を選任できるものとしておりま
す。

②監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査役以外からの指揮
命令を受けないものとし、指示の実効性を担保いたします。また、任命、人事異動等の人
事権に関する事項の決定について、監査役会の事前の同意を得るものとしております。

(9) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
①監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務執行状況を把握するために、
重要な会議または委員会に出席することができ、かつ、必要な情報の開示を求めることが
できます。

②監査役は、内部監査室よりその監査計画や監査結果の定期報告を受け、内部監査室との連
携を確保しております。また、監査役は内部通報制度の運用状況の定期報告を受けており
ます。

③取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関して報告を求められたときは、速やかに適
切な報告を行っております。

④子会社管理については、関係会社管理規程に基づきグループ会社担当部門を通じて、子会
社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、当社の監査役に報告するものと
しております。



― 4 ―

(10) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないこ
とを確保するための体制

取締役及び使用人が、監査役への報告または内部通報窓口への通報により、当該報告をした
ことを理由とする不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨を周知徹底しております。

(11) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

①年度予算において、監査役の職務の執行に必要と見込まれる費用の予算を設けておりま
す。

②監査役が、職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した
債務の弁済を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を
除き、監査役からの要請に応じて、適宜、その費用及び債務を処理するものとしておりま
す。

(12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①取締役は、監査役監査の実効性を確保するために、監査役監査基準を理解するとともに、
監査役との十分な協議、検討の機会を設け、その環境整備を行っております。

②監査役は、代表取締役社長との定期的な会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交
換を行っております。また、内部監査室及び会計監査人が、定期あるいは必要に応じて随
時、監査役と意見交換を行う等、内部監査、会計監査、監査役監査の相互連携を深めてお
ります。

(13) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
①「反社会的勢力への対応に関する規程」において反社会的勢力との取引排除に向けた基本
的な考え方を規定し、代表取締役社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に
取り組んでおります。

②反社会的勢力とは一切関係を持たず、また反社会的勢力による不当要求は一切拒絶してお
ります。

(14) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
①「反社会的勢力への対応に関する規程」において「反社会的勢力に対する基本方針」を明
文化し、年１回研修を開催し周知徹底を図っております。

②「反社会的勢力排除に関するマニュアル」を制定し、反社会的勢力の排除についての防御
策や対応を明文化しております。

③反社会的勢力の排除を推進するため統括管理部署を設置し、不当要求があった場合の対応
窓口としております。
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④新規取引先においては取引開始前に、既存取引先については年１回の頻度で、反社会的勢
力との関係に関する確認を行っております。また取引の契約書に反社会的勢力との関係排
除に関する条項を設け、反社会的勢力の排除に向け然るべき対応を取っております。

⑤反社会的勢力からの不当要求に備え、外部専門機関との連携を図っております。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、当事業年度に
おける運用状況の概要は以下のとおりです。
①主な会議の開催状況として、取締役会は14回開催され、取締役の職務執行の適法性を確
保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない
社外取締役が出席しております。その他、監査役会は14回、リスクマネジメント委員会
は12回開催しております。

②監査役は、社内及び重要な子会社に対して監査業務を行っております。また、内部監査室
とは常に連携して監査を行っており、定期的に会計監査人との連絡会議を行い、情報交換
を行っております。

③内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務監査、
内部統制監査を実施しております。

④内部情報管理委員会は適宜開催しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2024

2025
年
年
10
９
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 436 514 2,782 △165 3,568
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △264 △264
親会社株主に帰属する当期純利益 915 915
自 己 株 式 の 処 分 △70 75 4
連結子会社の増資による持分の増減 2 2
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

連結会計年度中の変動額合計 − △68 650 75 657
当 期 末 残 高 436 446 3,433 △89 4,226

非支配株主持分 純 資 産 合 計
当 期 首 残 高 18 3,586
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △264
親会社株主に帰属する当期純利益 915
自 己 株 式 の 処 分 4
連結子会社の増資による持分の増減 85 88
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額) △12 △12

連結会計年度中の変動額合計 73 731
当 期 末 残 高 91 4,317
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連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ５社
株式会社クロスリアリティ
株式会社ストーンフリー
プライムロード株式会社
株式会社イーアセスメント
株式会社AMP．KYOTO

２．持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社がないため、持分法の適用はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
仕掛品
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 8〜15年
工具、器具及び備品 3〜15年

② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア ５年

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース契約上に残価保証の取り決めがあるものについては、残価保証額を残存価額としておりま
す。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、将来の賞与支給見込み額のうち、当連結会計年度負担額を計上してお
ります。

③ 役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、将来の賞与支給見込み額のうち、当連結会計年度負担額を計上しており
ます。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準
① エンジニア派遣
エンジニア派遣事業は、派遣契約に基づき、派遣期間にわたりサービスの支配が顧客に移転することか
ら、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、時の経過に基づき収益を認識しており
ます。

② 請負等
請負等事業は、各種請負契約に基づくサービス提供が完了すること等により、顧客に当該サービスの支
配が移転し、履行義務が充足されることから、主に顧客による検収が完了した時点で収益を認識してお
ります。

会計上の見積りに関する注記
投資有価証券の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

投資有価証券(非上場株式) 192百万円

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
投資有価証券(非上場株式)については、取得原価をもって連結貸借対照表価額としておりますが、当該

株式の実質価額が著しく低下した場合に、回復可能性の判断を行った上で減損の要否を検討しておりま
す。なお、1株当たり純資産額に比べて高い価額で取得した株式については、超過収益力等の毀損の有無
を確かめ、減損の要否を検討しております。投資先の業績等が投資時の計画を著しく下回った場合など
は、超過収益力が毀損したと判断し、翌連結会計年度の連結計算書類において投資有価証券評価損が発生
する可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 416百万円

２．流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 8百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 9,037,600 株

２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年12月20日
定時株主総会 普通株式 264 30 2024年９月30日 2024年12月23日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年12月23日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 401 45 2025年９月30日 2025年12月24日

３．新株予約権に関する事項
当連結会計年度末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的となる株式の種類及

び数
普通株式 80,400 株

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、安全性の高い金融資産を余資運用し、投機的な取引は行わない
方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引の重

要度に応じて、適宜与信管理に関する定め等を設け、取引先ごとに債権の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、重要な取引先の信用状況について定期的に把握しております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが１カ月以内の支払期日であります。
未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する

などの方法により管理しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
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当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期
的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同
様の管理を行っております。

② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係

を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、
手許流動性を連結売上高の２か月分相当を維持することなどにより、流動性リスクを管理しておりま
す。また、資金調達手段の多様化、各種取引銀行からのコミットメントラインの取得などにより、流動
性リスクを軽減しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年９月30日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額について、現金及び預金、売掛金、未払金、未払法人税等ならびに未払消費税等は短期間で決済されるた
め、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
（注）以下の金融商品は、市場価格がない株式のため記載しておりません。当該金融商品の連結貸借対照表価

額は以下のとおりであります。
区分 2025年９月30日（百万円）

非上場株式 192
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度（自2024年10月１日 至2025年９月30日）

（単位：百万円）
報告セグメント

その他
（注） 合計ソリュー

ション
事業

コンサル
ティング
事業

AR/VR事業 計

エンジニア派遣 10,539 − 3 10,543 − 10,543

請負等 3,060 813 389 4,263 − 4,263

その他 52 42 14 110 97 208

顧客との契約から生じる収益 13,652 856 408 14,917 97 15,015

外部顧客への売上高 13,652 856 408 14,917 97 15,015
（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、就労移行支援事業等を含んで

おります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

等４．会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
エンジニア派遣事業に関する取引の対価は、月次締後、おおむね２ヵ月以内に受領しており、重要な金融

要素は含んでおりません。
請負等事業に関する取引の対価は、月次締後、おおむね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含

んでおりません。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
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(1) 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：百万円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,852 2,035

契約負債 10 8
契約負債は、サービスの提供に対する前受金に関係するものであり、収益の認識に基づき取崩されるもの

であります。
当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点で契約負債に含まれていた額は、10百万円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格は概ね１年以内に収益を認識することを見込んでいるため、記載を省

略しております。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 473円75銭
１株当たり当期純利益 103円34銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
（2024

2025
年
年
10
９
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

任意
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 436 410 103 513 0 35 2,721 2,757
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △264 △264
当 期 純 利 益 914 914
自 己 株 式 の 処 分 △70 △70

事業年度中の変動額合計 − − △70 △70 − − 649 649
当 期 末 残 高 436 410 32 442 0 35 3,370 3,406

株 主 資 本
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △165 3,542 3,542
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △264 △264
当 期 純 利 益 914 914
自 己 株 式 の 処 分 75 4 4

事業年度中の変動額合計 75 653 653
当 期 末 残 高 △89 4,195 4,195
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産
仕掛品
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。
ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8〜15年
工具、器具及び備品 3〜15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア ５年

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース契約上に残価保証の取り決めがあるものについては、残価保証額を残存価額としておりま
す。
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３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、将来の賞与支給見込み額のうち、当事業年度負担額を計上しておりま
す。

(3) 役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、将来の賞与支給見込み額のうち、当事業年度負担額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
(1) エンジニア派遣

エンジニア派遣事業は、派遣契約に基づき、派遣期間にわたりサービスの支配が顧客に移転することか
ら、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、時の経過に基づき収益を認識しておりま
す。

(2) 請負等
請負等事業は、各種請負契約に基づくサービス提供が完了すること等により、顧客に当該サービスの支配
が移転し、履行義務が充足されることから、主に顧客による検収が完了した時点で収益を認識しておりま
す。

会計上の見積りに関する注記
投資有価証券の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

投資有価証券(非上場株式) 192百万円

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表「会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま
す。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 322百万円
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２．関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 0百万円
短期金銭債務 2百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 6百万円
販売費及び一般管理費 83百万円

営業取引以外の取引による取引高
受取利息 1百万円
貸倒引当金戻入額 24百万円
貸倒引当金繰入額 2百万円
その他 1百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 215,584 − 98,400 117,184
（変動事由の概要）
減少数の内訳は、次のとおりであります。
ストック・オプションの権利行使による減少 98,400株

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 156百万円
未払事業税 19 〃
貸倒引当金 50 〃
関係会社株式評価損 107 〃
助成金収入 9 〃
その他 44 〃

繰延税金資産小計 387 〃
評価性引当額 △156 〃
繰延税金資産合計 231 〃
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２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に公布され、2026年４

月１日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、繰延税
金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年10月１日に開始する事業年度以降に解消
が見込まれる一時差異については、従来の30.5％から31.4％に変更となります。
なお、この税率変更による計算書類へ与える影響は軽微であります。

関連当事者との取引に関する注記
当社の子会社
種類 会社等の名称 議決権の

所有割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 株式会社
クロスリアリティ

(所有)
直接
70％

役員の兼任
４名

資金の回収 60
関係会社
長期貸付金
（注２）

90

利息の受取
（注１） 0 − −

子会社 株式会社
ストーンフリー

(所有)
直接
100％

役員の兼任
４名

資金の回収 − 関係会社
長期貸付金 50

利 息 の受取
（注１） 0 − −

子会社 株式会社
AMP．KYOTO

(所有)
直接
80％

役員の兼任
４名

資金の回収 −
関係会社
長期貸付金
（注３）

150

利息の受取
（注１） 0 − −

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．利息の受取については、市場金利等を勘案して利率を決定しております。

２．関係会社への貸倒懸念債権に対し、50百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年
度において24百万円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

３．関係会社への貸倒懸念債権に対し、81百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年
度において2百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。



― 19 ―

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記 ２.

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省
略しております。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 470円38銭
１株当たり当期純利益 103円16銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。


